
問＝問い合わせ、HP＝ホームページ参照 

道路の異常をお知らせください 

道路の異常（穴ぼこ・陥没・側溝

ふたが壊れている等）を発見された

場合、区長さんを通じて、また緊

急の場合､直接市役所窓口まで連

絡をお願いします｡連絡先：住環境

建設課公共土木係 

℡75-3111(代表)､

75-4987(直通) 

 

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業者の公募 

 うきは市では､福岡県介護保険広

域連合介護保険事業計画(第 6 期)

に基づき､認知症対応型共同生活

介護(グループホーム)及び小規模

多機能型居宅介護の開設事業者の

公募を行います｡詳細は募集要項

（市 HP）を御覧ください。問保健

課介護･高齢者支援係 ℡75-4960 

 

高齢者の求職のお手伝い(高齢者

のための派遣･職業紹介事業) 

おおむね 60 歳以上で働きたい

方､公益社団法人福岡県高齢者能

力活用センターに無料で登録し､

紹介企業と条件が合えば､就業を

お手伝いします(登録には写真貼

付の履歴書･職務経歴書が必要) 

問福岡県高齢者能力活用センター

久留米高齢者能力活用センター 

〒830-0037 久留米市諏訪野町

2363-9 サンライフ久留米 2 階 

℡0942-35-0520 

 

福岡県警察官採用試験案内 

●第一次試験日 5 月 14 日(日) 

●受付期間 4 月 1 日～4 月 21 日 

●区分(大学卒業程度､高校卒業程

度等 4 種類) 問うきは警察署 

℡76-5110 又は HP を確認 

 

 

 

 

 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ名は｢福岡 久留米館｣ 

久留米広域連携中枢都市圏(う

きは市､久留米市､大川市､小郡市､

大刀洗町､大木町で構成)では､今

年 7 月に東京の新橋にアンテナシ

ョップをオープンします｡東京で

の特産品販売やイベントを通じて､

久留米圏域の情報を全国発信しま

す｡店舗名が｢福岡 久留米館｣に決

まりました。周知をお願いします｡

問企画財政課企画調整係℡73-9152 

 

平成 29年度久留米大学公開講座

の募集【久留米大学･市連携協定】 

久留米大学が有する専門的･総

合的な教育機能および研究成果を

地域社会に開放･還元しようと､各

種公開講座(有料)を開講します｡

場所は久留米大学や福岡市にある

福岡サテライト等です｡詳細は、久

留米大学･うきは市 HP､生涯学習

センター等の資料を御覧ください。 

 

弁護士による市民向けｾﾐﾅｰ  

消費者被害｢あなたを狙う悪徳商法｣ 

4/15(土)13時～14時30分､筑後弁

護士会館(久留米市篠山町 11-5) 

※無料、予約不要問久留米法律相談

センター ℡0942-30-0144 

 

優良運転者表彰の申請受付 

■表彰 ①九州管区警察局長･同交

通安全協会長の連名表彰､②全日

本交通安全協会長｢交通栄誉章緑

十字銅章｣表彰､③福岡県警察本部

長･同交通安全協会長の連名表彰

■受付 ①､②／5 月 8 日まで､③5

月 8 日～6 月 20 日■資格 ①15 年

以上無事故･無違反で②を受賞し

ている方､②、③を受賞されている

方､③10 年以上無事故･無違反で

警察署長･交通安全協会長の連名

表彰の受賞者問浮羽地区交通安全

協会 ℡75-2545 

第 23 回福岡県認定リサイクル 

製品の認定申請の受付 
福岡県では､資源の循環及び廃

棄物の減量の促進を図り､循環型

社会の形成に資することを目的に､

平成 17 年 12 月に｢福岡県ﾘｻｲｸﾙ製

品認定制度｣を創設し､品質､安全

性等について一定の基準を満たす

リサイクル製品の認定を行い､そ

の利用促進を図っています｡第 23

回の認定申請を受け付けます｡HP 

http://www.recycle-ken.or.jp/nintei/index.html 

◇受付期間  4 月 10 日～4 月 21 日 

◇認定対象製品  建設資材 17 品

目◇申請方法  認定申請書に必要

書類を添えて提出（様式､要綱等は

上記 HP)◇受付窓口 福岡県建設技

術情報センター(福岡県粕屋郡篠栗

町大字田中 315-1)問県環境部循環

型社会推進課 ℡ 092-643-3372 

 

掲載記事の訂正 
広報うきは 3 月 15 日号 15 ペー

ジ「NO.6パソコン Word基礎 8月」

の開催日時「8/3～8/2」が正しく

は、「8/2～8/24｣でした。お詫びし

て訂正いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長への「声」  
～市政に対する御意見を 

お寄せください～ 

 

うきは市では、一人ひとりの

声を大切にし、郷土を住みよく

するため、市民みなさまの「声」

をお待ちしています（市政への

提案・疑問・苦情・相談・激励等）

なお、個人を誹謗・中傷するよ

うな内容はおやめください。 

問題点は改善し、建設的な内

容は実現に向け努力していき

ます。 

■提出方法（様式は問いません）

①郵送（〒839-1393 うきは市吉井

町新治 316 番地 うきは市役所総

務課広報係「市長への声」まで）

②「市長へのご意見・提案箱」

に投函（市民生活課・うきは市民

センター2 階浮羽市民課に設置） 

③市ホームページ「ご意見箱」 

問 総務課広報係℡75-4980 

願書はうきは

警察署で交付 


